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○沼津市中高層建築物の建築に関する指導要綱 

平成８年３月１日告示第32号 

改正 

平成12年３月２日告示第11号 

平成23年12月８日告示第230号 

平成30年３月14日告示第42号 

沼津市中高層建築物の建築に関する指導要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、中高層建築物の建築に係る紛争の予防に関し必要な事項を定めることにより、

良好な近隣関係の保持を図り、もって地域における健全な居住環境の維持及び向上に資することを

目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(１) 中高層建築物 都市計画法（昭和43年法律第100号）第８条に規定する用途地域のうち、第１

種低層住居専用地域、第２種低層住居専用地域、第１種中高層住居専用地域、第２種中高層住居

専用地域、第１種住居地域、第２種住居地域、準住居地域、田園住居地域及び都市計画区域内で

用途地域の指定のない地域にあっては高さ（建築基準法施行令（昭和25年政令第338号。以下「政

令」という。）第２条第１項第６号に規定する高さをいう。以下同じ。）が10メートルを超える

建築物をいい、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域にあっては高さが15メートル

を超える建築物をいう。 

(２) 建築主 中高層建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその

工事をする者をいう。 

(３) 近隣関係住民 次に掲げる者をいう。 

ア 中高層建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線から当該建築物の高さの２倍の水平距離の

範囲内にある土地又は建築物に関して所有権又は賃借権を有する者及び当該範囲内に居住する

者 

イ 中高層建築物による電波障害の影響を著しく受けると認められる者 

(４) 紛争 中高層建築物の建築に伴って生ずる日照、通風及び採光の阻害、風害、電波障害等並

びに工事中の騒音、振動等による周囲の居住環境に及ぼす影響に関する建築主と近隣関係住民と

の間の紛争をいう。 

(５) 風環境影響予測評価 中高層建築物の建築に伴って生ずる風が周囲の居住環境に及ぼす影響

を、コンピュータによる数値シミュレーションにより予測し、評価することをいう。 

（当事者の努め） 

第３条 建築主は、紛争を未然に防止するため、中高層建築物の建築を計画するに当たっては、周囲

の居住環境に及ぼす影響に十分配慮するとともに、良好な近隣関係を損なわないよう努めるものと

する。 

２ 建築主及び近隣関係住民は、紛争が生じたときは、相互の立場を尊重し、互譲の精神をもって、

自主的に解決するように努めるものとする。 

（標識の設置等） 

第４条 建築主は、中高層建築物を建築しようとする場合は、近隣関係住民に建築に係る計画の周知

を図るため、次の各号のいずれかに掲げる手続（２以上の手続を行う場合は、最初の手続）を行う

日の20日前までに、当該建築の敷地の見やすい場所に第１号様式による標識を設置するものとする。 

(１) 建築基準法（昭和25年法律第201号。以下「法」という。）第６条第１項及び第６条の２第１

項に規定する確認の申請 

(２) 法第18条第２項に規定する計画の通知 

(３) 法第44条第１項ただし書、第47条ただし書、第48条第１項から第13項までの規定のただし書

（第87条第２項又は第３項において準用する場合を含む。）、第51条ただし書（第87条第２項又

は第３項において準用する場合を含む。）、第52条第４項から第６項まで、第55条第３項各号、

第56条の２第１項ただし書、第59条第１項第３号若しくは第４項又は第59条の２第１項に規定す

る許可の申請 
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(４) 法第55条第２項、第86条第１項若しくは第２項、第86条の２第１項、第86条の５第１項又は

第86条の６第２項に規定する認定の申請 

２ 建築主は、前項の規定により標識を設置した場合は、速やかにその旨を第２号様式により市長に

届け出るものとする。 

（説明会の開催等） 

第５条 建築主は、中高層建築物を建築しようとする場合において、近隣関係住民からの申出があっ

たときは、建築に係る計画の内容について説明会等の方法により、近隣関係住民に説明するものと

する。 

（風環境影響予測評価） 

第６条 建築主は、高さが31メートルを超える中高層建築物を建築しようとする場合は、風環境影響

予測評価を実施するものとする。 

２ 建築主は、前項の風環境影響予測評価を実施した場合は、その結果に応じて必要な措置を講ずる

ものとする。 

（紛争についての相談） 

第７条 市長は、建築主又は近隣関係住民から、中高層建築物の建築によって生ずる紛争について相

談があった場合は、これに応ずるものとする。 

付 則 

この告示は、公示の日から施行する。 

付 則（平成12年３月２日告示第11号） 

この告示は、平成12年４月１日から施行する。 

付 則（平成23年12月８日告示第230号） 

この告示は、平成24年４月１日から施行する。 

    付 則（平成30年 月 日告示第 号） 

この告示は平成30年４月１日から施行する。 
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第１号様式（第４条第１項関係） 
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第２号様式（第４条第２項関係） 

 


